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いつかためになる

法 律 知 識
Vol.3

覚えておきたい、
消費生活センター

弁護士　井
産業・賠償対

（所属：第二東

原発賠償に関して知っておきたい大事なポイントの

解説と、日々の生活で問題が起きた際に迷わず対応す

るための予備知識をお伝えしていくコーナーです。

皆さんは消費生活センターをご存知ですか。消費生

活センターは、福島県などが設置している公的機関で、

専門の消費生活相談員が悪質商法や契約トラブル等の

消費生活に関する相談を受けています。電話での相談

も受けているので、気軽に相談をできます。

「自分はだまされない」、とは考えずに消費生活センター

を覚えておいてください。架空請求や注文していない

商品が送られてくるなどの悪質商法による被害、契約

トラブル、多重債務に関することなど気になることがあっ

たら、福島県消費生活センター　 024（521）0999ま

たは消費者ホットライン　 0570（064）370に電話を

してください。

今回は消費生活のトラブルの例としてクレジットカー

ドと不動産取引について紹介します。
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